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１　はじめに

　2015年６月に始まった「地理的表示保護
制度（注）（以下「ＧＩ制度」という）は、日本
で定着しているのか。そして、今後法改正
や新しい条約が執行されるが、何が変わる
のか。ＧＩ制度の現状と将来を概観する。
　このＧＩ制度とは、100年以上前にフラ
ンスのワイン生産者が「ボルドーワイン」
の偽装問題に苦しんだ結果、フランス政府
にワイン組合が要望して成立された法律が
原型となっている。この法律は本当の生産
者以外に「地名ブランド」を勝手に使用さ
せないというものであった。その後、世界
100カ国以上で導入された制度である。
　現在、日本の農林水産物や加工品は、日
本やアジア諸国で勝手に地名ブランドが使
用されたり、偽物が販売されたりすること
が多い。このような実態を考えると、ＧＩ
制度は日本の生産者にとって活用すべき重
要な制度である。しかし正直な話、まだま
だ日本の生産者はＧＩ制度のメリットを理
解していないと思われる。2018年12月
30日に環太平洋パートナーシップに関す
る包括的及び先進的な協定（以下「ＴＰＰ
11協定」という）が発効され、さらにＧ
Ｉ制度のメリットが大きくなるのに実に

もったいない話である。
注：法律の正式名称は「特定農林水産物等の名称

の保護に関する法律 （地理的表示法）」

２　日本でＧＩ制度が普及しない理由

　第１の理由は、多くの日本人がＧＩ制度
を知らないこと。マスコミへの露出の少な
さが一つの要因と考えられる。例えば、全
国紙である朝日新聞（1984年８月４日～
2018年11月５日）、読売新聞（1986年
９月１日～ 2018年11月５日）、毎日新聞

（1987年１月１日～ 2018年11月５日）、
産経新聞（1992年９月６日～ 2018年
11月５日）の４紙を検索すると、「地理的
表示保護制度」のヒット件数は256件と
あまり多くない。
　これは、ＧＩ制度の導入時期が時代に遅
れたためと考えられる。実は、日本社会で
は2000年頃から「地域資源」に大いに注
目が集まっていた。「今治タオル」、「豊岡
カバン」、「南部鉄器」などの工業製品や伝
統技術の地域がブランド化を目指して立ち
上がり始めていた。また、「富士宮焼きそ
ば」、「八戸せんべい汁」などのＢ１グラン
プリなども大きな話題になった。この流れ
を受け、特許庁は「地域団体商標」を
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2006年に導入した。このように地域資源
に注目が集まる時代だったため、地域団体
商標のマスコミ報道はかなり多かった。前
述と同様に新聞検索したら、「地域団体商
標」のヒット件数は合計1054件もあり、

「地理的表示保護制度」の４倍である。報
道は社会の変化に敏感なためと考えられる
が、国民がＧＩ制度を知る機会が少なく
なってしまったことは残念である。
　第２の理由は、多数の法律が錯

さく

綜
そう

してい
ること。食品の産地偽装事件が起これば、

「不正競争防止法」、「日本農林規格等に関
する法律（ＪＡＳ法）」、「不当景品類及び
不当表示防止法（景品表示法）」、「酒税の
保全及び酒類業組合等に関する法律（酒団
法）」、「商標法」など、さまざまな法律で
提訴されている。例えば、2007年に起こっ
た宮崎地鶏の偽装事件の際はＪＡＳ法違反
とされた。他の事件では不正競争防止法で
あった。生産者から見ると、どの法律が農
林水産物のブランドを保護するのに有効な
のか分からないのが現状であろう。
　第３の理由は、「ＧＩマーク（図１）」
の認知度が低いこと。これは第１の理由
と関係するが、制度の詳細を知らなくて
も、マークを知っているケースは多い。
例 え ば、 グ ッ ド デ ザ イ ン の マ ー ク は、
1957年にデザイン盗用問題を背景に通商
産業省（現・経済産業省）が創設したグッ
ドデザイン商品選定制度を前身とし、工
業製品からビジネスモデルやイベント活
動など幅広い領域を対象とし、第三者か
らの推奨ではなく当事者による出費を伴
う応募製品の中から選定される賞だと知
らなくても、「デザインが良いというお墨
付き」との理解がかなり浸透している。
つまり、ＧＩマークを目印に購入する消

費者が少ないことが、生産者がＧＩ登録
をしようという意欲を阻害していると考
えられる。
　第４の理由は、ＧＩ制度のメリットが知
られていないこと。ＧＩ登録を目指して出
願し、審査を経て、登録が決まったら、9
万円を支払えば、きちんと明細書通りに
作っている限り、「ＧＩマーク」は永久に
使用できる。商標権の維持費用やグッドデ
ザインマークの使用料に比べればかなり格
安である。また、侵害品が流通した場合、
組合で訴訟対応しなくても、農林水産省に
通知すれば国が対応してくれる。ＧＩマー
クは農林水産省が国内外で商標権を登録し
ているため、国内外での権利主張ができる
ようになっている。さらに、「経済上の連
携に関する日本国と欧州連合との間の協定

（日EU・ＥＰＡ）」やＴＰＰ11協定などの
条約に基づき、外国でも日本のＧＩが保護
される方向で話が進んでいる。このように
ＧＩ制度のメリットは大きいがほとんど知
られていないのが極めて残念である。
　上記した４つの理由から、日本のＧＩ登
録が遅れていると推察している。

図１　ＧＩマーク
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３　ＧＩ登録の現状

　現在のＧＩの登録件数は69件である。
ＧＩ制度の発祥地のフランスの登録件数は
248件、次にＧＩ制度が導入されたイタリ
アは298件である（2018年11月4日現在）。
　他方、日本の特許庁に登録されている

「地域団体商標」の数を見ると全体で642
件もある。特許庁は2018年２月１日から
このマーク（図２）の使用を開始した。
　次に、野菜の区分でＧＩ登録と地域団体
商標を比較する。現在、野菜のＧＩ登録は

23件（表１）であり、地域団体商標は3
倍の60件（表２）もある。

図２　地域団体商標のマーク1

表１　ＧＩ登録されている野菜
№ 登録番号 名　称 特定農林水産物等の生産地

1 4 夕張メロン 北海道夕張市

2 6 江戸崎かぼちゃ 茨城県稲敷市及び牛久市桂町

3 11 鳥取砂丘らっきょう 
ふくべ砂丘らっきょう 鳥取県鳥取市福部町内の鳥取砂丘に隣接した砂丘畑

4 14 吉川ナス 福井県鯖江市

5 15 谷田部ねぎ 福井県小浜市谷田部

6 16 山内かぶら 福井県三方上中郡若狭町山内

7 17 加賀丸いも 石川県能美市及び石川県小松市 ( 高堂町、野田町、一針町 )

8 18 三島馬鈴薯

静岡県三島市の箱根西麓地域（佐野、徳倉、沢地、川原ヶ谷山田、川原ヶ
谷小沢、川原ヶ谷元山中、塚原新田、市山新田、三ツ谷新田、笹原新田、
山中新田、谷田台崎、玉沢） 
静岡県田方郡函南町の箱根西麓地域（桑原、大竹、平井、丹那、畑、田代、
軽井沢）

9 21 十勝川西長いも 北海道帯広市、芽室町、中札内村、清水町、新得町、池田町字高島、足寄町、
浦幌町

10 24 連島ごぼう 岡山県倉敷市（水島地域並びに倉敷地域のうち西阿知及び大高） 

11 29 くろさき茶豆 新潟県新潟市西区黒埼地区、新潟市西区小新的場地区、新潟市西区亀貝寅
明地区

12 35 新里ねぎ 栃木県宇都宮市新里町
13 37 万願寺甘とう 京都府綾部市、舞鶴市及び福知山市
14 40 美東ごぼう 山口県美祢市美東町

15 43 上庄さといも 福井県大野市上庄地区（昭和 29年 6月 30日現在における行政区画名とし
ての福井県大野郡上庄村）

16 51 ひばり野オクラ 秋田県雄勝郡羽後町 
17 53 入善ジャンボ西瓜 富山県下新川郡入善町 
18 59 水戸の柔甘ねぎ 茨城県水戸市、茨城県東茨城郡城里町及び茨城県東茨城郡茨城町
19 60 松館しぼり大根 秋田県鹿角市八幡平字松館地区
20 62 山形セルリー 山形県山形市内
21 63 南郷トマト 福島県南会津郡南会津町、只見町、下郷町　
22 64 ヤマダイかんしょ 宮崎県串間市
23 68 二子さといも 岩手県北上市

注：平成30年9月27日現在



5野菜情報 2018.12

　ＧＩ登録の要件には、社会的評価を受け
た優良な品質や歴史的・文化的な背景を説
明することが求められ、単発的・一時的な
ものではなく、確立した評価（おおむね
25年以上）である必要がある。このため、
新しい野菜はＧＩ登録をすることはできな
い。25年以上の歴史のある野菜が地域団
体商標にたくさん登録されているし、商標
登録されているものの中から25年以上の
歴史を持つようになった野菜は、将来的に
ＧＩ登録されるものもあると考えられる。
ＧＩ登録と地域団体商標の両者を持つこと
が重要であるが、両者を持つメリットが分
かりにくいのだと思われる。
　両者を持つメリットとは、ＧＩ登録は野
菜として販売するときには有効であるが、
加工品としてもＧＩ登録をしていなけれ

ば、加工品となるとＧＩマークを付けるこ
とが出来なくなる。すると、加工品にその
原料を使っていない模倣品が入り込んでく
る。例えば、夕張メロンをゼリーに加工し
た場合、ＧＩマークを付けることが出来な
い。しかし、「夕張メロン」は商標登録（地
域団体商標ではなく、普通の商標登録）を
しているので、加工品になってもブランド
コントロールができる。このように両者を
持つとブランドコントロールの範囲が広が
るのである。
　現在までＧＩ登録をしている69件の地
域を都道府県毎にまとめる。現在、福井県
が6件と多く、岩手県、鹿児島県が4件と
続いている（表３）。１件もＧＩ登録が無
い都県もある（図３）。

表２　地域団体商標に登録されている野菜
1 会津田島アスパラ 21 大正だいこん 41 飛騨トマト
2 淡路島たまねぎ 22 大正長いも 42 飛騨ほうれんそう
3 安房　菜の花 23 大正メークイン 43 平田赤ねぎ
4 渭東ねぎ 24 大山ブロッコリー 44 びらとりトマト
5 今金男しゃく 25 たじまピーマン 45 ひるがの高原だいこん
6 岩泉まつたけ 26 たっこにんにく 46 藤田レタス
7 越前さといも 27 知覧紅 47 福山のくわい
8 合馬たけのこ 28 嬬恋高原キャベツ 48 船橋にんじん
9 大塚にんじん 29 十勝川西長いも 49 万願寺甘とう
10 大鰐温泉もやし 30 徳谷トマト 50 三方原馬鈴薯
11 奥会津金山赤カボチャ 31 中島菜 51 三島馬鈴薯
12 加賀太きゅうり 32 中山かぼちゃ 52 三関せり
13 加賀野菜 33 なると金時 53 めむろごぼう
14 加賀れんこん 34 鳴門らっきょ 54 めむろメークイン
15 紀州うすい 35 南郷トマト 55 八尾若ごぼう
16 京の伝統野菜 36 新潟茶豆 56 矢切ねぎ
17 蔵王かぼちゃ 37 日南トマト 57 やはたいも
18 沢野ごぼう 38 野辺地葉つきこかぶ 58 結崎ネブカ
19 白神山うど 39 博多蕾菜 59 勇知いも
20 泉州水なす 40 博多なす 60 ようてい男しゃく

注：平成30年11月6日現在
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表３　日本でＧＩ登録している自治体・外国
自治体・外国 件数

福井県 6

岩手県、鹿児島県 4

茨城県、熊本県、山形県、秋田県、青森県 3

愛知県、岐阜県、宮崎県、宮城県、山口県、静岡県、石川県、大分県、長野県、兵庫県、北海道 2

愛媛県、岡山県、沖縄県、京都府、香川県 、三重県、滋賀県 、新潟県、長崎県、鳥取県、徳島県、栃木県、
奈良県、富山県、福岡県、福島県、和歌山県、イタリア 1

図３　ＧＩ登録をしている自治体（水色：１件、緑色：２件、黄色：３件以上）

注：無色は、登録が0件

　特筆すべき点は、イタリアの組合が日本
でＧＩ登録していることである。「プロ
シュット ディ パルマ」であるが、「イタ
リア共和国エミリア＝ロマーニャ州パルマ
県内の一部地域（（ア）エミリア街道から
5キロメートル以上南に離れ、（イ）海抜

900メートル以下であり、かつ（ウ）エ
ンザ川（東端）及びスティロネ川（西端）
に挟まれた地域）」を特定農林水産物等の
生産地とする。海抜900メートル以下な
ど、厳密に地域を規定することの重要性が
感じられる地域の区分となっている。
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４　ＧＩ制度の将来のメリット

　「環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰ
Ｐ）」に整合するため、国内のＧＩ法が
2016年12月に改正された。
　例えば、改正法23条。日本と同等の地
理的表示保護制度を有する外国と個別の二
国間等の国際協定によるＧＩ相互保護を可
能とするものである。これは、直ちに日本
の地理的表示の保護範囲の拡大を意味する
ものではないが、将来的に世界的な保護を
受けやすくなることが期待できる。
　改正法23条では、地理的表示の相互保
護が成立した国（TPPに加盟していない
国を含む）に対しては、個別に地理的表示
申請を行うことなく、その国において地理
的表示が保護されることになる。つまり日
本でＧＩ登録をしていれば、相互保護条約
を結んだ国で自動的にＧＩ登録されること
になる。外国でＧＩ登録を行うのはコスト
と時間がかなりかかるのでこのメリットは
大きいと考える。
　2018年12月30日に発効されるＴＰＰ
のように複数国の間の条約であればメリッ
トはかなり大きい。ＴＰＰでは、ＧＩ保護
または認定のためにＴＰＰ協定締約国が守
るべき手続を規定している。この規定に
従ってＧＩを相互に保護し、または認定す
る場合の手続も定められているのである。
つまり、日本で国際協定に従ってＧＩが登

録された場合、ＴＰＰ11協定加盟国でも
ＧＩ登録されたものとなる。これを機会に、
ＧＩ登録を検討してはどうか。

５　まとめ

　日本の農林水産物は安全安心でおいしい
と評価が世界的に高い。近年では、味

み

醂
りん

や
味
み

噌
そ

などの調味料にも関心が高まってい
る。少し油断すると、全く違う野菜にシー
ルだけ貼って売る事例が多発する。日本の
本物の野菜・加工品などの食材を世界で販
売するにはＧＩ登録などのブランド管理が
必須である。
　食品ブランドをＧＩで守りながら、世界
の人々を日本の食品で健康にしません
か？
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（２）　特許庁ホームページ（https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm）
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